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ナスバとは

被害に遭われた方々に
対して経済的・精神的に
支援させて頂く活動

被害者を生まない
ように自動車事故
そのものを防止する
安全指導面の活動

より安全性能の
高いクルマの情報
を広く提供する
アセスメント活動

ナスバは、自動車事故被害者を「支える」、自動車事故を「防ぐ」、 自動車事故から
「守る」の3つの業務を一体的に実施している。

支える

防ぐ 守る
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２ 適性診断とは



適性診断とは

適性診断とは？

受けた方が『安全な運転』を続けるための注意点を診断するもの

【適性診断概要】

○全国５０箇所で受診可能(ナスバ支所)

○PCを用いて画面上で診断
○診断上のポイント
・運転で生かしたい『長所』
・知らないうちに習慣化した

『運転のくせ』
・繰り返し受診し経年変化を

確認
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※適性診断を実施するためのシステム
インターネット適性診断システムをナスバネットと呼称している。



適性診断とは

適性診断とは？

年間受診者数

約５０万人

【主な受診者】
・緑ナンバー（バス・タクシー・トラック）
を運転するドライバー

・貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者を除く）

・社用車、営業車を運転するドライバー
・安全運転を管理する管理職の方

など

【受診者の声】
○長年のノウハウがあり信頼できるし期待できる
○ドライバーの指導に効果的
○コメントがしっかりしている

※ナスバネットによる受診者数（ナスバパートナーによる受診を含む）
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適性診断とは

適性診断票の発行
カウンセリング
（指導・助言）

ナスバネットによる
測定

適性診断受診の流れ
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※適性診断を受診するためには、事前に予約していただく必要があります。



適性診断とは

適性診断で診る項目

機能測定

視覚機能

その他の機能

車両の操作や安全確認の仕方について、事
故につながりやすいくせはないか

運転中に使う視力（動体視力など）に変化
はないか

運転に影響を与える性格面の特徴や業務の
疲労蓄積など、診断の種類に応じて変化
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適性診断とは

適性
診断

感情の安定性

気持ちの
おおらかさ

協調性

他人に対する
好意

性格

態度

体力

安全態度

予防安全運転度

思いやり運転度

疲労蓄積度

疾病（SAS等）

視覚機能

危険感受性注意の配分

判断・動作の
タイミング

先急ぎ運転度動作の正確さ

安全エコ運転度

運転傾向

適性診断測定項目
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適性診断とは※国土交通省資料からの引用

初任診断
(4,800円)

適齢診断
(4,800円)

特定診断Ⅰ
(9,300円)

特定診断Ⅱ
(29,900円)
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※ナスバ追記
診断種別＆料金

※価格は税込み



３ 適性診断の受診方法等について



適性診断の受診方法等について

ナスバ支所での受診1

2 契約事業者としての受診
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ナスバ支所での受診（予約方法）

Googleなどで「ナスバ」と検索し、自動車事故対策機構
（ナスバ）のHPへ行き、診断のご予約をクリックする。
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ナスバ支所での受診（予約方法）

右側の貨物軽（個人事業主）の方をクリックする。
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ナスバ支所での受診（予約方法）
貨物軽（個人事業主）向け診断予約申請フォームから入力する。

入力し、送信完了した後に、予約に必要なID・パ
スワード等をメールにてご連絡いたします。ご返信
にはお時間（2～3営業日）を頂きます。ご了承
ください。
予約システムから申込する際の業態は「トラック」
を選択してください。
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契約事業者としての受診

契約事業者とは？

ナスバと適性診断システム（ナスバネット）の利用契約を
締結した者。これにより、ナスバの支所に行かなくても、
ご自身の事業所内で適性診断が受けられます。

事業所への設置イメージ
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契約事業者としての受診
契約事業者のカウンセリング（指導及び助言について）

適性診断は、機械による測定を行った後、必ずカウンセリ
ング（指導および助言）を実施します。
通常はナスバ支所にて、測定からカウンセリングまでをま
とめて行います。
一方、契約事業者の場合は、一定人数をまとめていただけ
れば、ナスバからカウンセラーを派遣し、後日、事業所等
へ出向いてカウンセリングを実施することが可能です。
※ ナスバ各支所で人員体制が異なるため、対応可能とな
る人数の目安は一律にお示しできません。
※ カウンセリングについては、遠隔で実施する体制を現
在準備中です。詳細は、準備が整い次第ナスバHP等であら
ためてご案内します。
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契約事業者としての受診（ナスバとの利用契約の流れ）

1. 用意
ＰＣ等の用意をしていただきます。
※ 必要なＰＣの能力（仕様）等については、以下の

URLでご確認ください。
https://www.nasva.go.jp/fusegu/nasvanet_04.html
※ 上記URLに存在する「ナスバネットのインストール環境

事前ご相談票」により、ご購入前に、購入予定のＰ
Ｃの仕様等をナスバ各支所とご相談ください。

2. 契約
ナスバ支所と利用契約を締結していただきます。

3. セットアップ
お客様のご用意いただいたＰＣにナスバ職員が、
必要なソフトウェア（ナスバネット・アプリケーショ
ン）をインストールします（無料）。
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契約事業者としての受診（ナスバとの利用契約の流れ）

4. 利用開始
ナスバネットの利用開始（適性診断の受診
開始）。

5. 管理
受診履歴を管理できます。

6. 支払い
受診いただいた内容に基づいて、ナスバ支所
から請求書をお送りします。
請求書に従って、料金をお支払いください。
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ナスバ支所所在地一覧①

21



ナスバ支所所在地一覧②
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